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 １ 計画策定の背景 

全国では、人口減少や少子・高齢社会、核家族化の進展等を背景に、空き家が地域に与え

る影響が表面化してきており、適切な管理が行われていない結果として、防災・防犯面や環

境衛生、景観の阻害等、地域住民の生活に及ぼす問題が顕在化してきています。 

こうした中、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「空家法」という。）が平成

27(2015)年 5月に施行され、空き家等の適切な管理については第一義的には、空き家等の所

有者等が自らの責任において適切な管理に努めなければならないことを前提とした上で、市

町村が地域の実情に応じた空き家に関する対策の実施主体として位置付けられました。また、

令和 5(2023)年 6月には、空き家対策を更に進めるため、「活用の拡大」「管理の確保」「特定

空家等の除却等」の三本の柱で、総合的に対策を強化することを目的として改正されました。 

総務省統計局が５年毎に実施している「住宅・土地統計調査」によると、令和 5(2023)年

の本市の空き家率は 7.0％、全国の空き家率 13.8％、神奈川県の空き家率 9.8％をともに下

回っています。しかしながら、高度経済成長期以降、多くの住宅が建設されてきた本市にお

いても、今後の人口減少や少子・高齢社会、核家族化の更なる進行等を見通すと、住宅が次

の世代に引き継がれず、空き家等が増加していくことが懸念されます。 

こうしたことを踏まえ、地域の実情に応じた市の基本的な取組み姿勢を示し、空き家等対

策を多様な視点をもって総合的かつ計画的に実施するため、空家法に基づく「伊勢原市空家

等対策計画」を策定します。 

 

 ２ 計画の位置付け 

本計画は、空家法第７条に規定する「空家等対策計画」として位置付けられます。 

また、伊勢原市総合計画を上位計画とし、関連する伊勢原市の分野別計画等と相互に連携

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１章 計画の目的・位置付け 

市の計画体系 法令等 

空家等対策の推進に

関する特別措置法 

伊勢原市総合計画 

伊
勢
原
市
空
家
等
対
策
計
画 

都市マスタープラン 

立地適正化計画 

景観計画 

耐震改修促進計画 

地域防災計画 

健康いせはら２１計画 

高齢者保健福祉計画 

 こども計画 など  

空家等に関する施策

を総合的かつ計画的

に実施するための 

基本的な指針 など 
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 ３ 計画期間 

計画期間は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年間とします。 

 

 ４ 対象とする空き家等について 

本計画の対象とする空き家等は、次のとおりとします。 

 

（１）空家等（空家法第２条第１項） 

空家法第２条第１項及び基本指針に基づきます。 

 

 

 

 

 

（２）計画で対象とする空き家等 

コンパクトな市街地を形成している本市では、空き家になる前（空き家予備軍）への対応

が効果的であるため、本計画ではそれらも捉えていきます。 

 

 

 

 

※本計画においては、原則「空き家」と表記する。空家法に基づく用語については、「空家」

「空家等」と表記する。 

 

 ５ マンション管理適正化の推進 

本計画は、空家法第７条に規定する「空家等対策計画」であるとともに、マンションの管

理の適正化の推進に関する法律第３条の２に基づく「マンション管理適正化推進計画」とし

て位置付けられます。 

マンション管理組合が行う管理・修繕等について、管理不全マンションの発生を未然に予

防する観点から、マンション管理計画の認定制度を導入します。 

 

 

 

■建築基準法上の建築物又はこれに附属する工作物。 

■建築物又はこれに附属する工作物の敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）。 

■概ね年間を通して使用実績のないもの。 

■発生抑制に関する取組みについては、居住中の住宅も対象とする。 

■住宅の種類は、主に「一戸建の空き家」とするが、建物 1棟全体が空き家の場合の 

 共同住宅・長屋等についても、必要に応じて対応するものとする。 

SDGs（Sustainable Development Goals）の１７の目標の一つである「住み続けられ

るまちづくりを」を踏まえながら本計画を推進します。 



 

3 

 

 

 

 １ 空き家等の現状 

(１)住宅・土地統計調査の結果 

ア 全国の空き家の推移 

総務省統計局が５年毎に実施している住宅・土地統計調査における空き家率は、全国的

に増加傾向にあります。令和５(2023)年の空き家（一戸建、長屋・共同住宅・その他）の

数は 900万戸であり、空き家率は 13.8％となっています。 

令和５(2023)年の神奈川県の住宅総数は 476.5 万戸、空き家総数は 46.7 万戸で、どち

らも東京都、大阪府に続き、全国で３番目に多い数となっていますが、空き家率は、9.8％

と全国で３番目に低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和５年住宅・土地統計調査 

 

イ 県内の一戸建住宅の空き家数と空き家率 

本市の一戸建住宅の空き家数は 1,140戸、空き家率は 3.99％となっており、空き家率は

県内平均の 5.11％を下回っています。 

出典：令和５年住宅・土地統計調査 

 第２章 本市の現状と課題 
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 ウ 65 歳以上単身世帯および夫婦のみ世帯における居住状況 

本市の 65歳以上の持ち家所有者世帯数は、平成 30(2018)年は 7,510世帯ですが、令和

５(2023)年には 9,710世帯となり、大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 5年住宅・土地統計調査 

 

また、本市の 65歳以上の一戸建住宅の持ち家率は、夫婦で 75.6％、単身世帯で 54.3％

と、神奈川県全体に比べて高い状況です。  

出典：令和５年住宅・土地統計調査 
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(２)人口・世帯等の状況 

 ア 本市の人口の推移 

本市は、昭和 46年の市制施行当時の人口は 45,102人でしたが、平成 13年９月に 10万

人を超えました。人口 10万人を超えてからは、微増傾向で推移しています。 

人口動態は、平成 25(2013)年まで自然増で推移していましたが、その後は、社会増によ

る微増が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：統計いせはら 

 

イ 転入・転出の動態 

直近５年間の転入・転出者数による増減の推移を見ると、令和３年以降、転入者数が転

出者数を上回っています。 

これは、市民意識調査でも見られるように、首都圏からの交通アクセスや、安全安心で

自然豊かな住環境であることが評価されているものと考えられます。 

 年齢階層別にみると、20歳代、30歳代の転入超過数が大きく 65歳以上の高齢者につい

ても転入超過の状況となっています。 

 

出典：統計いせはら、月報いせはら 
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ウ 市民意識調査 

令和５(2023)年度市民意識調査に

おける「本市の暮らしやすさ」につい

て、「そう思う」「どちらかといえばそ

う思う」を合わせると、82.8％が暮ら

しやすさを実感していることがうか

がえます。 

暮らしやすさを判断する上で重視

した理由は、「首都圏等からのアクセ

ス性」「自然環境」「医療環境」が上位

３位となっています。 

出典：令和５(2023)年度市民意識調査 

 

 エ 本市の将来人口推移 

本市の人口は、平成 30(2018)年をピークに減少に転じており、令和 42(2060)年に約７

万４千人になると推計されています。また、年齢階層別人口でみると、年少人口(0～14歳)

や生産年齢人口(15～64 歳)は、大きく減少する一方で、高齢者人口(65 歳以上)は、令和

12(2030)年には約３万人となり、高齢化率は 30％に達すると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年度伊勢原市次期総合計画策定基礎調査における将来人口推計結果 

82.8% 
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 ２ 土地利用等からみた特性 

（１）コンパクトな市街地形成 

市域(約 5,556ha)のうち、市街化区域

は約 1,207ha(約 22％)、市街化調整区

域は約 4,349ha(約 78％)となっていま

す。 

市街化区域は、小田急小田原線の３

駅（伊勢原駅、愛甲石田駅、鶴巻温泉駅）

から半径約２km、伊勢原大山インター

チェンジから半径約５km 圏域に網羅さ

れ、コンパクトな市街地が形成されて

います。 

 

出典：伊勢原市立地適正化計画 

 

（２）公共交通の利用圏域 

鉄道駅から半径約１km、バス停から

半径約 300m を公共交通の利用圏域と

して捉えると、市街化区域及び市街化

調整区域の集落の概ねの範囲が利用圏

域となっています。 

 

 

 

 

出典：伊勢原市地域公共交通計画 

（３）鉄道駅から初乗り料金で移動 

可能なバス停留所 

駅を起点とした路線バスの初乗り料

金で到達するバス停は、右図のとおり

ほぼ市街化区域内が網羅され、アクセ

ス性に優れた暮らしやすい都市です。 
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（４）用途地域の指定状況と利用区分別土地利用面積 

 本市の用途地域の指定状況は、住居系用途地域が全体の約 71.6％（約 864ha）となってい

ます。 

また、住宅や農地などの利用区分別土地利用面積では、住宅が 765haと高く、本市に立地

する建物の大半は住宅として利用されています。 

 
 

○利用区分別土地利用面積 

 
出典：統計いせはら 
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（５）住宅団地等の整備状況(令和６年度末現在) 

  ア 戸建て宅地開発等 

   本市では住宅地整備を目的とした土地区                   

画整理事業が 17 地区、計約 188ha で施行さ

れています。 
また、区域面積が 1.0ha を超える大規模な                   

民間開発は 10 地区、計約 95ha となっていま

す。これらを合わせると約 283ha で住居用途

地域の約 32.8%となります。 

 

 

 

 

イ 分譲マンション等 

分譲戸数 50 戸を超える中～大規模分                     

譲マンションは、合計で 22 箇所(76 棟

3,056 戸)が分譲されています。そのう

ち、４箇所(38 棟 872 戸)が完成から 40

年、15 箇所(69 棟 2,429 戸)が完成から

20年を経過しています。 

近年は駅周辺において大規模マンシ                     

ョンの分譲が進んでおり、完成から 10年

以下のマンションが５箇所(５棟 476 戸)

となっています。 
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 ３ 空き家等の把握状況 

（１）空き家の適切な管理の推進 

本市では、平成 28(2016)年度から現地調査及び市民や地域からの情報提供により、市内

の空き家等を把握し、適切に管理がされていない等の空き家所有者に対して管理に関する通

知等を行い、空き家等の適正な管理を促進する取組みを進めています。 

平成 28（2016）年度から令和元(2019)年度までは、空き家等の件数は減少し、その後は低

位で横ばいに推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ａランク：適正に管理されているもの 
Ｂランク：大きな問題はないが、定期的に状況確認が必要なもの 
Ｃランク：空家法に規定する特定空家等相当のもの 
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Ｃランク：特定空家等
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（２）空き家の実態調査 

 令和６（2024）年に市内全域において、現状の空き家を把握するために、外観目視調査と

水道の閉栓情報等から空き家と思われる 608 棟を抽出し、これらの所有者等に対しアンケー

ト調査を実施しました。このうち、138棟は空き家でないことが判明し、残りの 470棟につ

いては、下表のとおりです。 

 

 

 ■空き家等の分布図 

 

 

 

地 域 

住戸数 

(R5年度) 

市で通知 

(R5年度) 

実態調査による把握          （単位：棟） 

 空き家と 

回答 

未回答 宛先不明 その他 

大山地域    ４３７戸    ３ １７    ２    ９    ６    ０ 

高部屋地域 ２，８３４戸  ６ ６６ １６ ３９    ８    ３ 

比々多地域 ３，８３４戸 １５ ６１ １２ ３８    ７    ４ 

伊勢原地域 ９，６２４戸 ４７ １５４ ３４ ９９ ２０    １ 

成瀬地域 ８，７４３戸 ２５ ９３ １４ ６３ １５    １ 

大田地域 ３，１６０戸 １４ ７９ ２０ ４９    ８    ２ 

計 ２８，６３２戸 １１０ ４７０ ９８ ２９７ ６４ １１ 

(17 件) 

(66 件) 

(93 件) 

(79 件) 
(154 件) 

(61 件) 
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 ４ 建物の利用状況に関するアンケート調査の結果 

（１）アンケート調査の概要 

目的 

計画を策定する際の基礎資料として利用するため、空き家と思われ

る住宅の所有者等を対象として、現在の利用状況や困りごと、今後の

利用意向等について調査を実施 

実施期間 令和６年 12月 24日(火)～令和７年１月 31日(金) 

調査対象者数 608件 

調査対象抽出方法 
水道の閉栓情報や現地における外観等の状況から、空き家の可能性

があると考えられる建物を抽出 

回答数 ／ 回答率 回答数：247件 ／ 回答率：40.6％ 

 

（２）アンケート調査結果の概要 

①調査対象建物の地区区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 247(件)

大山地区

2.0% 高部屋地区

13.0%

比々多地区

19.0%

伊勢原北地区

13.4%伊勢原南地区

17.8%

成瀬地区

19.4%

大田地区

15.4%

不明

0.0%
住区区分（７住区分）

◆地区区分ごとの回答 



 

13 

②回答者の属性 

所有者の居住地は、64.0％が市内在住で、34.9％が市外在住となっています。また、調

査対象建物の所有者については、「回答者本人が所有している」が 83.0％、「自分以外の親

族が所有している」が 8.5％となっており、「既に売却、譲渡または解体済みである」は

7.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③建物の利用状況 

調査対象建物の所有者について、「回答者本人が所有している／自分以外の親族が所有

している」と回答した人のうち、建物の現在の利用状況として最も回答が多かったのは「一

定期間使用していない」の 45.0％(98件)となっています。（以降、本章において、建物を

「一定期間使用していない」と回答した者を「空き家所有者等」といいます。） 

◆建物の利用状況 [回答数:226件(うち、無回答:８件)] 

 
 

④空き家所有者等の年齢 

最も多かったのは「70 歳代」で 34.0％、次いで「80 歳以上」で 27.8％となっており、

70歳以上の方が、全体の約６割を占めています。 

◆空き家所有者等の年齢の割合 [回答数:98件(うち、無回答:１件)] 

 

19.7%

17.4%

15.6%

2.3%

45.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

自分、家族、親族が居住

借家として居住者がいる

仕事場、作業場、倉庫等

別荘等の二次的住宅

一定期間使用していない

4.1%
1.0%

16.5% 16.5% 34.0% 27.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

n= 247(件)

自分で所有している。

83.0%

自分以外の親族が所

有している。

8.5%

既に売却、譲渡また

は解体済みである。

7.3%

無回答

1.2%

問３ 所有者

n= 247(件)

伊勢原市内

64.0%

伊勢原市以外

の神奈川県内

22.3%

神奈川県外

12.6%

無回答

1.2%

問２ 居住地
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⑤空き家所有者等の居住地 

最も多かったのは「伊勢原市内」で 55.7％、次いで「伊勢原市外の神奈川県内」が 26.8％、

「神奈川県外」が 17.5％となっており、空き家所有者等の 44.3％は伊勢原市外に居住し

ています。 

◆空き家等所有者等の居住地 [回答数:98件(うち、無回答:１件)] 

 
 

⑥建物を使用しなくなってからの経過年数 

経過年数が「１年以上３年未満」となっている建物が 27.8％、「３年以上５年未満」と

なっている建物が 10.3％、「５年以上 10 年未満」となっている建物が 22.7％、「10 年以

上」となっている建物が 36.1％となっています。 

経過年数５年未満の建物であれば、一定程度、空き家でなくなる傾向を示した一方で、

経過年数が５年を超えると、長く空き家として続いていく傾向となっています。 

◆建物を使用しなくなってからの経過年数 [回答数:98件(うち、経過年数不明:２件)] 

 
 

⑦建物を使用していない理由 

建物を使用していない理由について、「相続により取得したが入居していない」が最も

多く 31.6％、次いで「借り手、買い手が見つからない」が 22.1％、｢入院や施設への入居

等による長期不在｣が 13.7％となっています。 

  

55.7% 26.8% 17.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

伊勢原市内 伊勢原市外(神奈川県内) 神奈川県外

3.1%

27.8%

10.3%

22.7%

36.1%

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件

１年未満

１年以上３年未満

３年以上５年未満

５年以上10年未満

10年以上
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◆建物を使用していない理由 [回答数:98件(うち、無回答:２件)] 

 
 

⑧空き家の維持管理の頻度／主に空き家の維持管理を行っている者 

空き家の維持管理の頻度としては「１月に１回程度」が最も多く 29.9％で、次いで「１

年に１回程度」が 28.9％となっています。「殆ど出来ていない」が 25.8％と高い割合とな

っている一方で、１月に１回程度以上の頻度で維持管理を行われている空き家も 45％超

となっており、比較的、高い頻度で維持管理されているものと考えられます。 

また、主に空き家の維持管理を行っている者としては「本人」が最も多く 65.6％で、次

いで「家族・親族」が 24.0％となっています。 

◆維持管理の頻度              ◆主に維持管理を行っている者 

 [回答数:98件(うち、無回答:１件)]        [回答数:98件(うち、無回答:１件)] 

 
 

⑨建物の今後の予定 

空き家所有者等が考える建物の今後の予定としては、「売却したい」が最も多く 29.5％、

次いで「更地化する予定である」が 21.1％となっています。 

  

31.6%

22.1%

13.7%

5.3%

3.2%

3.2%

2.1%

18.9%

0% 10% 20% 30% 40%

相続により取得したが入居していない

借り手、買い手が見つからない

入院や施設への入居等による長期不在

親(子)の世帯と同居

転勤等による長期不在

仕事を辞めた(仕事場、作業場)

家財等が片付けられない

その他

11.3%

4.1%

29.9%

28.9%

25.8%

0% 20% 40%

週に１回以上

２週に１回程度

１月に１回程度

1年に１回程度

殆ど出来ていない

65.6%

24.0%

3.1%

7.3%

0% 40% 80%

自分

家族・親族

専門業者

その他



 

16 

◆建物の今後の予定 [回答数:98件(うち、無回答:３件)] 

 
 

⑩建物の今後の維持管理や活用を考える上で気になること 

空き家所有者等が建物の今後に関して気になることとして多かった意見は、「建替・解

体等に関すること」が 56.5％、「維持管理等に関すること」が 29.5％、「その他」が 14.0％

となっています。 

◆建物の今後に関して気になること【複数回答可:最大３つ】[回答数:207件] 

 
 

「維持管理等に関すること」の内訳としては、「維持管理費用がかかる」が 29.5％と

最も多く、次いで「現住所から距離が遠く、往来に時間がかかる」が 24.6％、「維持管

理に手間がかかる」が 23.0％となっています。 

◆維持管理等に関すること [回答数:61件] 

 

29.5%

21.1%

9.5%

8.4%

8.4%

5.3%

2.1%

15.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

売却したい

更地化する予定

現状のまま維持したい

住む予定

賃貸したい

特に考えていない

地域で有効活用してもらいたい

その他

29.5% 56.5% 14.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

維持管理等に関すること 建替・解体等に関すること その他

29.5%

24.6%

23.0%

16.4%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40%

費用がかかる

往来に時間がかかる

手間がかかる

身体的・年齢的に辛い

今後、維持管理を行う者がい

なくなる可能性
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「建替・解体等に関すること」の内訳としては、「建物が古く、老朽化が進んでいる」が

35.9％と最も多く、次いで「更地化による固定資産税の負担増」が 16.2％、「解体費用が

いくらになるか、解体費用を工面できない」が 13.7％となっており、金銭面の負担に対し

ての意見が多くなっています。 

◆建替・解体等に関すること [回答数:117件] 

 
 

「その他のこと」の内訳としては、「困っていることは特にない」が 34.5％と最も多く、

次いで「所有者の入院や施設への入居等」が 17．2％、「建物に愛着がある」が 10.3％と

なっています。 

◆その他のこと [回答数:29件] 

 
  ※「その他のこと」の回答の中には、上記のほか、借地や共有地であるため処分が進ま

ないといったことや、家財などの処分に困っている、建物を解体したいが固定資産税

が上がってしまう等といった回答がありました。 

  

35.9%

16.2%

13.7%

12.8%

11.1%

6.0%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40%

建物が古く老朽化が進行

更地化による固定資産税の負

担増

解体に要する費用

家財等の処分

土地・建物の売却

賃貸・売却に関する相談先

法規制上の問題で建替等が困

難

34.5%

17.2%

10.3%

6.9%

困っていることは特にない

所有者の入院や施設への入居等

建物に愛着がある

相続等における親族間の調整
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（３）アンケート調査から見えてきた課題 

①建物等の所有者のうち、約 35％の方が市外居住者 

   少子高齢、核家族化が進行する中で、市外居住者が建物等を所有していることが、全

体の約 35％あることがうかがえました。 

   また、一定期間使用していない建物等の所有者は、約 30％が相続により取得したが

入居していない状況、その他転勤や入院等による長期不在、子や親と同居のため等、複

数の住宅を持つことの課題がうかがえます。 

   一方、月 1 回以上の維持管理を行っている方は、約 45％と高く、適正に維持管理を

行っていますが、1年に 1回程度、ほとんどしていない方も約 55％おり、身近に居住し

ない所有者等が現状を理解するために、地域や行政等と連携を図ることや、相談体制を

充実していくことが必要です。 

   なお、アンケート調査の結果、宛先不明となった６４件については、継続して調査が

必要です。 

 

 ②一定期間使用していない建物等所有者の流通意向 

   借り手、買い手が見つからないことにより、一定期間使用していない方が約 22％お

り、今後の予定においては、賃貸、売却または更地にする意向の方は約 59％と高く、ま

た、地域で有効活用してもらいたいという意向もうかがえました。 

売買や賃貸、地域での活用等、所有者等のみならず、活用したい方も含めた双方の意

向が示せることにより、流通を促進していくことが必要です。 

 

 ③建物等への愛着や家財などの処分に困っている 

今後の維持管理の上で、売買、賃貸、解体等をしたいが家財の処分に困っている方や

建物等に愛着があり、他人に貸したり売ったりしたくないという方も一定数あり、空き

家等になる前に自ら検討が行えるよう、分かりやすく対応のポイント等を周知、啓発す

ることが必要です。 

その他、今後も維持管理の手間がかかることや費用がかかること、年齢、身体的な限

界、現住所から距離が遠く往来に時間がかかること等、所有者等の不安がうかがえまし

た。所有者には、適切な管理を図っていただくとともに、地域にとっては、空き家では

なく居住につながることが、防犯やコミュニティの維持、増進に大切なことです。 
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 ５ 空き家等対策における課題 

（１）空き家等に関する情報不足への対応 

所有者等や市民の空き家等に対する意識や情報が不足していること、空き家等に関する相

談先が分かりづらいこと、所有者等の経済的な事情や相続問題等の外部から見えにくい状況

があること等、様々な事由により、自らの力での管理や処分ができずに長期にわたり空き家

状態が継続してしまうことが考えられます。 

また、高齢者世帯の増加に伴い、空き家発生の可能性が高まることが考えられ、空き家等

になる前に所有者及び親族等が、将来に向けてどのように家を保全・管理するか考えるきっ

かけとなる的確な情報を提供していくことが求められます。 

 

（２）予備軍を含む空き家等の状況の早期把握 

少子高齢化等の社会的な情勢の変化や、本市の不動産流通の状況等、空き家等を取り巻く

状況の変化に伴う空き家等の実態を継続的に把握していくことが必要です。 

空き家等の問題解決には早期把握が重要で、そのためには近隣からの情報提供が大きな役

割を果たすものと考えられ、自治会をはじめ地域団体との連携により、早い段階で空き家等

の状況を把握していくことが求められます。 

 

（３）空き家等の利活用に向けた環境づくり 

戸建住宅をめぐる現状として、日本では、住宅の平均寿命が短いとされていることや、建

替えを前提とする傾向があることから、住宅の維持管理・メンテナンスに投資するという意

識が一般的に高くありません。このため、売却等の流通が可能な既存住宅が少なく、空き家

等の管理不全にもつながっているものと考えられます。 

また、土地建物への愛着が強く、既存住宅の売買や賃貸、他用途の活用に関する情報も不

足しているため、既存住宅の流通が活発にならない現状があります。 

一方、空き家等には、住宅だけでなく様々な利活用の需要もあり、地域のコミュニティ施

設や保育・高齢者施設等、多様な用途へと転換する可能性が考えられます。 

こうした利活用には、提供者、利用者双方の合意形成を図ることはもとより、様々な法令

等を満たした上で、安全性の確保等を行うことが必要となります。これには、専門的な知識

や調査等が必要となり、こうしたことへ対応することができる環境づくりが求められます。 

 

（４）適正な管理がなされない空き家等への対応 

特定空家等の発生を予防するには、適正管理に関する指導や助言を行っていくことが重要

です。また、場合によっては、緊急的に安全措置等を講じる必要性が生じることも考えられ

ます。 

管理状況の改善等が見られない空き家等については、空家法第６条に基づく、国が定める

「空家等に関する施策を総合的に実施するための基本指針」及び「管理不全空家等及び特定

空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を踏ま
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え、同法に基づく措置を適時適切に実施していく必要があります。今後の特定空家等の発生

予防に繋がる手続や、特定空家等が市内に発生した際に的確に対応するための基準を明らか

にすることが求められます。 

 

（５）中～大規模分譲マンションへの対応 

市内では、分譲戸数 50 戸を越える中～大規模分譲マンションは、76 棟（3,056 戸）が分

譲されています。 

築 40年を超える高経年のマンションは、令和６年度末時点で 38棟（872戸）であり、20

年後には 69棟（2,429戸）となることが予想されます。 

人口密度の高い市街地に立地する中～大規模の分譲マンションは、高経年化等に伴って管

理不全化すれば、周辺の生活環境へ大きな影響を及ぼすことが考えられます。 

マンションの管理組合等が行う適正管理を促していくために、マンション管理計画認定制

度の活用等マンションの管理の適正化を推進することが求められます。  
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  １ 基本的な考え方 

空き家等への対策は、将来的に人口減少が予測される本市においても、今後のまちづくり

を進めていく上で、重要な取組みとなります。 

空き家等を取り巻く問題は多岐にわたり、特に適切に管理がされていない空き家等が発生

すると、地域の居住環境に大きな影響を及ぼすこととなります。  

空き家等となっている住居も、家族とのたくさんの思い出が詰まった無二の存在であり、

所有者等にとってもその行く末を案じるものとなります。このため、建物の所有者誰もが、

日頃から空き家等の問題に向き合っていく必要があります。 

また、空き家等になっても、適切な管理や利活用により、近年では、住宅として利用する

だけではなく、リノベーションしてカフェにしたり、地域住民の新たなコミュニティスペー

スにしたりする等の新しい試みも行われています。 

本市では、空き家等も地域の大切な資産と捉え、住まいが適切に住み継がれ、地域に生か

されることにより、安心・安全で快適な住みよいまちづくりを目指していきます。そのため、

空家法第５条に規定される「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」に基づき、所有者等が自らの責任に

より的確に対応することを前提としつつ、「発生抑制」「利活用」「適正管理」の３つを柱に、

各種対策を行っていきます。 

 

  ２ 基本方針 

前項の基本的な考え方を踏まえて、次の基本方針に基づいて空き家等対策を進めていきま

す。 

（１）基本方針１：空き家等に関する情報の提供 

市民及び空き家等の所有者等の管理意識の醸成を図るため、必要な情報提供を行います。 

 

（２）基本方針２：地域等との連携による空き家等の発生抑制 

市民・地域団体との連携や継続的な実態調査を通じて、管理不全の空き家等の発生抑制に

努めます。 

 

（３）基本方針３：空き家等の利活用や流動化の促進 

空き家等の所有者等に対し、利活用を考えるきっかけづくりや、利用したい人とのマッチ

ング事業等、関係団体と連携した空き家等の利活用や住宅市場への流通促進に向けた取組み

を推進します。 

 

 第３章 空き家等対策の基本的な考え方 
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（４）基本方針４：管理不全の空き家等の解消 

空家法に基づく管理不全空家等、特定空家等への認定及び必要な法的措置の運用により、

空き家等の適切な管理や管理不全空家等及び特定空家等の解消を推進します。 

 

（５）基本方針５：マンション管理の適正化の推進 

高経年マンションの管理不全化等を予防するため、管理の適正化を推進します。 

 

 

 

【本市の空き家対策の施策体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの柱 基本方針 取組み

市民意識の醸成・啓発

所有者等への相談支援

地域等との連携による空き家等の発生抑制 空き家等の情報把握、見回り体制の強化

マンション管理の適正化の推進 マンションの適正管理に関する周知啓発

所有者等への利活用支援

空き家等の流通・活用の促進

適正管理 管理不全の空き家等の解消 法令に基づく対策実施と対応の強化

空き家等に関する情報の提供

利活用 空き家等の利活用や流動化の促進

発生抑制
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前章の基本的な考え方・基本方針に基づき、その実現に向け次のとおり具体的な取組みを

進めていきます。 

 

  １ 空き家の発生抑制 

今後の人口減少や高齢化の進展とともに、本市においても空き家等数が増えていくことが

想定されます。 

中でも、建物所有者の高齢化や相続による遠方所有、また、建物の老朽等による放置空き

家が発生すると、資産価値が低下し利活用が困難となるほか、倒壊や不法侵入、庭木のはみ

出し等、地域の生活環境にも影響を及ぼすものとなります。 

このため「放置空き家等を発生させない」ための事前予防は非常に重要であることから、

次のとおり発生抑制に向けた取組みを進めていきます。 

 

（１）市民意識の醸成・啓発 

高齢者世帯等が居住する建物が将来空き家とならないよう、相続や活用方法、処分等につ

いて事前に家族や親族と検討することを促す等、関係機関や地域団体等との連携や協力によ

り、次のような取組みを実施していきます。 

ア 居住する建物の将来に向けた引き継ぎや管理・活用について、広報紙や市ホームペ

ージ等を通じた意識啓発。 

イ 神奈川県居住支援協議会が作成した「空き家にしない「わが家」の終活ノート」

や「啓発パンフレット」を配布。 

 

（２）所有者等への相談支援  

空き家等の利活用が進まない要因のひとつとして、所有者等が技術面や資金面のほか、相

続や権利関係等により、その対応に苦慮していることが考えられます。 

このため、所有者等の空き家等の利活用に関する不安を解消するとともに、積極的な対応

を促していくため、次のような取組みを実施していきます。 

ア 空き家等に関する専門家による相談会の実施。 

イ 所有者等が専門家に対して情報の提供や各種専門的な相談を行うことができる

「（仮称）空き家等利活用アドバイザー制度」の検討。 

 

（３）空き家等の情報把握、見回り体制の強化 

空き家の利活用や適正管理には、老朽化の進行に伴い活用が困難な状態に陥る前に空き家

の所在を把握し、必要となる措置を行うことが重要です。 

このため、空き家になる可能性のある建物を適切に把握する体制を整備するため、次のよ

うな取組みを実施していきます。 

 第４章 空き家等対策の具体的な取組み 
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ア 市域全体を対象とした「実態把握調査」や「市内の空き家数を水道の閉栓・開栓情

報等から推計する定例的な調査」等の定期的な実施。なお、アンケート調査の結果、

宛先不明となった６４件については、引き続き追跡調査を実施。 

イ 地域団体等との連携と協力により、市と地域が協働で空き家の点検や見回りができ

る仕組みの検討。 

ウ 空き家の管理サービスをふるさと納税の特典とした見守り体制の検討。 

 

  ２ 空き家等の利活用の促進 

空き家等数を一定程度に抑制するためには、空き家等の流通促進につながる取組みが重要

となります。 

空き家等の適正管理とともに、売買や賃貸の市場情報を的確に空き家所有等が活用できる

よう、次のとおり利活用の促進に向けた取組みを進めて行きます。 

 

（１）所有者等への利活用支援 

改修等により市場価値等を維持し、中古住宅市場への流通を促進していくため、次のよう

な取組みを実施していきます。 

  ア 活用することとなった空き家の所有者もしくは利用者に対するリフォーム費用の

支援の検討。 

 

（２）空き家等の流通・活用の促進 

空き家等の市場への流通を促進するため、不動産業をはじめ関係団体との連携と協力に 

より、次のような取組みを実施していきます。 

  ア 空き家等の所有者等と利活用希望者をマッチングする「伊勢原市空き家バンク制度」

を創設し、所有者等及び利活用希望者の情報を掲載することにより活用しやすい環境

の充実を図ります。関係団体との連携、情報共有、また施策の展開について検討して

いきます。 
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  ３ 管理不全の空き家等への対応 

適切に管理がされていない空き家を放置した場合、地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼすことが想定されます。 

管理不全となった空き家等については、法令等に基づく適切な対応を行っていきます。 

 

（１）法令に基づく対策の実施と対応の強化 

危険な状態にある空き家等の対応を行うため、次のような取組みを実施していきます。 

ア 管理不全空家等及び特定空家等の認定基準の策定。 

イ 管理不全空家等及び特定空家等の空家法に基づく措置。 

ウ 管理不全の空き家等に対する緊急的な安全措置等を行うことができる条例制度の

創設。 

 

〇法令に基づく措置について 
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  ４ マンションの適正管理に関する周知啓発 

マンションの管理状況の把握や実態調査、管理計画の認定制度等の周知啓発及び必要に応

じて助言、指導等を行うことで、将来マンションが管理不全化しないよう管理の適正化を推

進します。 

 

（１）管理状況の把握 

マンションの管理状況を把握するため、管理組合へのアンケート調査等の実態調査を実

施することを検討します。 

 

（２）管理計画の認定事務及び助言 

 適正なマンション管理を推進するため、マンション管理適正化法に基づき管理計画の認

定事務を行います。また、必要に応じて、助言、指導を行います。 

 

（３）管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針 

 「伊勢原市マンション管理適正化指針」は、国のマンション管理適正化指針と同様の内

容とします。 

 

（４）周知啓発 

  マンションが適正に管理されないことによる様々な課題や管理計画の認定制度等につ

いて市窓口・広報誌やホームページ等を通じて、周知、啓発を進めます。 

 

（５）関係機関との連携 

本市における関係部署、関係機関、その他関連団体等との連携を図り、マンション管理

組合が適正に管理運営できるよう、協力して取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○マンション管理計画認定制度 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に定められた制度で、建物の老朽化

を迎えるマンションについて、適切な管理及び計画的な修繕の実施するために創設さ

れました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持

つマンションとして本市から認定を受けることができる制度です。 
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  １ 相談体制の整備 

本計画の実現に向けて、市民や空き家等所有者等からの様々な相談に迅速かつ的確に助言

や情報提供を行うため、庁内関係部局の連携による相談窓口を整備します。 

また、相続等の権利関係、不動産売買、空き家等の管理手法及び利活用等、専門的な知識

が必要な場合は、各種団体との連携により対応していきます。 

 

 

  ２ 計画の実施体制 

空き家等の対策に当たっては、庁内の関係課が密接に連携して推進するため、「伊勢原市

空き家等対策庁内調整会議」を設置し、情報共有と具体的な施策の実施を図ります。 

また、空家法第８条第１項に基づく、「伊勢原市空家等対策協議会」を中心に、本計画に

基づく取組み内容について協議を行うとともに、必要に応じて進行管理や計画の見直しを行

っていきます。 

あわせて、関係行政機関や各種団体等と連携し、空き家等対策を総合的かつ効果的に推進

します。 

 

 

  ３ 計画の目標値 

本計画における取組みの効果検証と評価を行うため、次のとおり目標値を定めます。 

 

 

成果指標１ <<< 発生抑制 >>> 

空き家等啓発事業への参加者数 

指標の定義 空き家等の対策に関する市民等への周知・啓発の進捗度合いを測る。 

計 測 方 法 
市や市と協定を締結した関係機関等が実施する相談会に参加した人数や、

啓発イベント等に参加した人数の累計を計測する。 

現 状 値 令和６（2024）年：０人 

目 標 値 令和 11（2029）年：500人（累計値） 

 

 

 

 

 第５章 空家等対策計画の実現化に向けて 
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成果指標２ <<< 利活用 >>> 

伊勢原市版空き家バンクの登録件数 

指標の定義 空き家等の利活用の可能性の広がりを測る。 

計 測 方 法 伊勢原市版空き家バンクの空き家等提供者及び利用希望者の登録数の累

計を計測する。 

現 状 値 令和６（2024）年：０件 

目 標 値 令和 11（2029）年：50件（累計値） 

 

成果指標３ <<< 適正管理 >>> 

管理が適切にされていない空き家数を減らす 

指標の定義 管理が適切にされていない周辺環境に悪影響があると考えられる空き家

数を計測する。 

計 測 方 法 水道の閉栓・開栓情報や地域からの情報提供等から空き家の発生・解消を

判断し、管理が適切にされていない空き家等数を把握する。 

現 状 値 令和６（2024）年：120件 

目 標 値 令和 11（2029）年：60件 

 

  ４ 計画の進行管理 

本計画の進行管理には、マネジメントシステムの考え方に基づいて、ＰＤＣＡサイクルを

用いて点検・評価を行っていきます。 

点検・評価にあたっては、伊勢原市空き家等対策庁内調整会議にて進捗状況の共有を   

適宜行い、毎年度、伊勢原市空家等対策協議会に実施状況を報告するとともに、年次評価を

行い、必要に応じて施策の見直しを行います。 

 

 

図 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 
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